
 

章名  ３ 保健医療圏  

節名  １ 圏域設定の趣旨  

 

 

 県民が住み慣れたところで安心して生活していくためには、必要な保健医療サービスを適切に受け

られることが重要です。 

 保健医療圏は、こうした県民の保健医療需要に的確に応えるために、保健医療資源の効率的か

つ適正な配置を図るとともに、保健医療機関相互の機能分化と連携を推進し、保健医療提供体制

の体系化を図るための地域的単位です。 

 なお、圏域の範囲については、固定するものではなく、今後の社会情勢や地域事情の変化に対応

し、必要に応じて見直すこととします。 

  



 

章名  ３ 保健医療圏  

節名  ２ 保健医療圏の設定  

 

１ 一次保健医療圏 

 

 一次保健医療圏は、地域住民の日常的な健康相談、健康管理や頻度の高い一般的な傷病の

治療、在宅でのリハビリテーション・緩和ケアを提供する機能などに対応する基礎的な圏域であり、そ

の体制の整備を図るための地域的単位です。 

 頻度の高い一般的な傷病に対応する医療は、身近なところで受けられるかかりつけ医療機関※を

中心とした地域医療体制が必要です。また、健康増進事業や母子保健事業、介護保険事業など住

民に身近な保健、福祉サービスは市町村が実施主体となっており、保健・医療・福祉が連携した地

域包括ケアシステムが整備・充実される必要があることから、一次保健医療圏は、市町村の区域とし

ます。 

 
※ かかりつけ医療機関 
  日常的な診療を受けていて、病気や健康管理について気軽に相談ができ、必要に応じ 

 て専門医を紹介してくれる身近なかかりつけの医療機関をいいます。 

 

 

 

２ 二次保健医療圏（医療法第３０条の４第２項第１４号に規定する区域） 

 

 二次保健医療圏は、主として病院の病床（診療所の病床を含む。）の整備を図るべき地域的単位

です。 

 原則として、入院医療の需要に対応し、比較的専門性の高い領域も含めて、一般的な保健医療

が概ね完結できる体制づくりを目指す地域的単位で、本計画の最も基本となる圏域として位置付け

られるものです。 

 本県では、住民の日常生活行動の状況、交通事情、保健医療関係の既存の地域ブロック、保健

医療資源の分布等の要素を勘案し、県内に５圏域を設定しています。（図表 3-2-2-1、図表

3-2-2-2） 

 一方、医療計画作成指針では、人口２０万人未満の二次医療圏について、流入患者割合が２０

％未満であり、かつ、流出患者割合が２０％以上である場合に、医療圏設定の見直しの検討を求め

ています。 

 本県においては、３つの二次保健医療圏（「高梁・新見」、「真庭」、「津山・英田」）がこの見直しの

基準に該当しますが、現時点では、いずれの医療圏においても医療需要が一定程度充足されてお

り、機能分化・連携の協議も継続的に進められるなど、直ちに広域化が必要ではない状況です。 

むしろ性急な広域化により、病床の地域偏在が拡大し、県民が身近なところで医療が受けにくくな

る懸念があることから、医療圏の見直しは行わないこととします。 

 



３ 三次保健医療圏（医療法第３０条の４第２項第１５号に規定する区域） 

 

 三次保健医療圏は、高度又は特殊な保健医療サービスを提供する圏域であり、その体制を整備

していくための地域的単位として県全域とします。 



図表 3-2-2-1 二次保健医療圏 

 

区  分 

 

 

構  成  市  町  村 

（令和６（２０２４）年４月１日現在） 

 

面  積 

 

 

人  口 

 

 

人口密度 

１㎢当たり     
 

 

県 南 東 部      

保健医療圏 

 

 

 

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市  

赤磐市、和気町、吉備中央町  

 

 

７市町（５市２町） 

 

㎢ 

 

1,906.53 

 

 

 

人 

 

905,945 

 

 

 

人 

 

475.18 

 

 

 

 

県 南 西 部      

保健医療圏 

 

 

 

倉敷市、笠岡市、井原市、総社市  

浅口市、早島町、里庄町、矢掛町  

 

 

８市町（５市３町） 

 

 

 

1,124.68 

 

 

 

 

 

690,613 

 

 

 

 

 

614.05 

 

 

 

 

高梁・新見 

保健医療圏 

 

 

 

高梁市、新見市 

 

 

 

２市 

 

 

 

1,340.28 

 

 

 

 

 

54,329 

 

 

 

 

 

40.54 

 

 

 

 

真   庭 

保健医療圏 

 

 

 

真庭市、新庄村 

 

 

 

２市村（１市１村） 

 

 

 

895.64 

 

 

 

 

 

42,011 

 

 

 

 

 

46.91 

 

 

 

 

津山・英田 

保健医療圏 

 

 

 

津山市、美作市、鏡野町、勝央町  

奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町  

 

 

８市町村（２市５町１村） 

 

 

 

1,847.66 

 

 

 

 

 

169,114 

 

 

 

 

 

91.53 

 

 

 

 

合  計   ２７市町村（１５市１０町２村） 

 

 

 

 

7,114.79 

 

 

 

 

1,862,012 

 

 

 

 

261.71 

 

 

（資料：国土交通省国土地理院、岡山県毎月流動人口調査（令和４（２０２２）年１０月１日現在）） 
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